
新型コロナウイルス感染症対策相談窓口について
次の症状に該当する方は相談窓口にご相談ください。
○風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方
○強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
※高齢者や基礎疾患等のある方は、上記の状態が2日程度続く場合
※妊婦の方は、念のためお早めに
※小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はありません

【感染の疑いがある場合の相談窓口】
月～土曜日（日曜日・休日を除く）　9時～ 19時
　帰国者接触者相談センター（長生健康福祉センター）　☎（22）５１６７

土・日曜日・休日　9時～ 17時
　電話相談受付（千葉県庁）　☎０４３（223）２９８９

上記時間以外
　長生健康福祉センター（コールセンターでの対応）　☎（22）５１６７

【ご自身の症状に不安があるなど一般的なお問い合わせ】
　厚生労働省電話相談窓口　　☎０１２０（565）６５３（9時～ 21時　土日・休日を含む）
　千葉県電話相談窓口　　　　☎０４３（223）２６４０（9時～ 17時　土日・休日を含む）
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